
第 2号^様式 (1)― ①

(単体発注 。事後審査看!)

那覇港管理組合一般競争入札公告第26号

地方自治法 (昭和4E2年法律第67号)第 234条第 1項の規定に真り、 ・般競争入札 (以下「入礼こという。)

を次のとおり実施するき

令和5年 9月 8日

刃卜撃港管理組合管理者 土城

1 人本とすこ付する事項

2 入札参デJ目 資驀

次に定める要件をすべて満た と/ている有資格業者であること。

(1) 業 務 名 所巻手頭14号ⅢⅢ背後設計業務委託 (R5)

(2) 履 行 場 所 労h覇港薪港尭葛瑛地丞

新迭ふ頭 14好^岸藍吉後の言 さばき地を整備するための設計及び坦立中講善作成を行 う。(3) 業   務   内  容

(4) 嬢   行   期   間 契約締結 日の翌 日から令和6年3貞 £9ヨ 宝で

(5) 設 計 金 額 18,414,000出 (税え△)

(6) 資 格 審 査 方 法 事後審査型 ※本業務 |ま 、競争参力日査格の審傘を人オと執行後に行 うり

(7) 最 低 制 限 価 格

本人札案件は、最低制殷価格が設定されているため、最低制限a灯格未満の入札考は

落札者となることができない。
※「最低部f限価格の算定に翼する運用についてJ

(httpst//1lahaport.ど ゃ/心 us三 1less/(‐ olltract/)

(8) 適 用 す る 技 術 者 革 価

※本業務の予定価格はオ記とこ示す設計業務萎託等技術者革福

を適用 して積算 してお り、入札参力博者は同半価を迪癌 して見

積 りを行い入札すること.

令和5年 3樹 設計業務
委託等捜術者単価

議会議決

本業務は、議会の議決に 一ヽすべき契約及び財産分取得又1ま処分
に関する条佃第 2条の規どに基づき、議会の同意の議決を要す

るため、落札決定後 |す仮契約を締結 し、議会の同意の議決を経
て 地ヽ知 したときiこ 本契約 となる。

準備手続き

(予算成立前)

本手続きは、次年度当初 (補正)千算成立を前発とした年度蘭
始 (予算成立)前からの準備手続きであり、予算成立後に効カ
を生じる事業である。従つて、議会において当初 (構工)7・算
案が否決された場合は、契約を締結 tソ′ない。また、次年度粥初
(補正)予算成立後においてそ)、 爛庄文出金に孫る交付中講等

の手続きの関係 ti、 入札を廷別する場合がある。

準備手続き

(交付決定前)

本手続き嗽、国庫支脇金に係 る予算使罵を前提とした事直を準備
手続きであり、交付決定後に効力を生じる事業である。従つ

て、交付申請等の手続きの関係 と、入札を廷期する場合があ

るご

準備手続き

(繰越承認前)

本手続きは、議会ここおける繰越承認を前提 とした事前準備手続

きであり、議会承認後に効力を生 じる事業である。従つて、議

会において本業務ここ係る予算の繰越承認が否決さぷ,た場合患、

入札を廷朗又!オ 牛とすることがある。また、予算の繰越承認後

においても、船車文出金に孫 る操越 (翌横)手続きの関係上、
入札を延期する場合が左)るぅ

債務負担イよ為業務
本業務tま 、償務魚担布為に係る契約の特長との適淀を受 Iサ る業務
である。

(9,

そ の 他 適 用 の あ る

法 令 、 制 度 等

(※本案件は、右表のう

ち、OF「 を付 した制度等の

適用があるG)

(1)I業  種  区  分1 土木関係ヨンサルタン ト

(2)|き員花豪諸醤蒸君慾逮蓮41 令和4・ る午愛

(3)1登  録  業  種1    港湾及び空港

那覇港管理組合の諷!量 。建設ヨンサルタン ト等業4録業

者名簿 tこ おいて、左記の登録を有するもの。



(4う 地方 白治法施行令第 167条 の4「の規定に該当しない若であることf。

(5) 入札 日から当該委託の落札決だ ヨまでの間において、ガト覇湛管理組合の指名停止措置を受けていないこと。

(6)
会社更生法 tこ 基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又tま民事再生法ここ基づき再生手続き開始の幸立

てがなさオ1,ている者 (手続き開始の決定後、人オL参力H査格の再認定を受 1,ている者を除くっ)ではないことっ

(7)
警募当用から、無ブJ国員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれ′に準ずるものとして、那覇港管理癬合手と

と工事等からの蓼

'除

要講があり、当該状視が継統 しフている者でないことc

(8)

入札工参加 しようとする者の麗蕉以下の曇準のいずれかξこ該当する関係がないこと.

なお、以 ドの関係がある場合iこ 、辞選する考を漁めるために当事者間で連絡を敢ることは、』
`覇

港管黒組合競今

入札心持第 3条第 E項の規定に抵娘するものではない。

ア 資本関係

次のいずれ,かに該当する工荷の場合。

(a)子会社等 (会 社法 (平求 17午法律第86号)第 2条第 3号の 2に規定する子会社等をい う。以下 lJlじ .)
と親会社等 (岡条第 4導^の 2に規定する親会社等をい う。以 ド同じ6)の 報係にある場合

(b)親会社等を到 じくする子会社等瞬士の闘係にある場合

イ 入釣開孫

次のいずれかに該当するi者 t夕')場合「
ただし、 (a)tこついてな、会社等 (会社法施行規員こ(平成 18年法務

省令第 12弓→第 2条第 3項第 2をに規定する会社等をい う。以 下同じG)の  方が民事再生法 (平成■年

法律第225号)第 歳条第 4号・に規定する再生手続が存統中の会社等叉:i更生会社 (会社更生法 (平成 1と午

法律第 154琴 )第 2条毎 7瑣に規定する更生会社をい う.)で ある場合を除くっ

(a)一方の会社等 lア )役員 (会社法瓶行規則第 2条第 3項第 3号に規定する役員の うち、次に掲と

'Ⅲ

る者を

い う。以 ド司じG)が 、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合

1)株式会社の取締役っただ し、次に掲げる者を除く,

①会社法弟2条第11号・の2に規定する監な等公員会設置会社 :こおける監群等委員である取締役

②会社法第 2条第tattt二規定する指名委員会等設置会社における取締役

⑤会社法第 2条第15号に規定する社外取締役

④会社法第343条第 1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないことと

され,て いる取締投

2,会社法第40a条 に規定する希名委員会等設置会社の執行役

3)会社法第575条第 1芸に規定する持分会社 (合名会社、合査会社又は合同会社をいう。)の社員

(l口 l法第590条第 1項に規定するた款に丹i崇の定めがある場合により業務を執行しないこととされ

ている社員を除くり)

4)組合の理事

5)その他業務を執行する者であつて、 1)ん ふヽ4)攻 でに掲げる者に攀ずる者

(b)一方′/')会社等の役員が、他方lア)会社等の民事再生法第64条第2項 又は会社更生法第67条第 二項の規定に

より選任さ加ノた管財人 (以 ド半【甘財人という3)を視に兼ねている場合

(cJ 方(/)会社等の管財入が、他方の会社等の管財人を■に兼ねている場合

ウ その他の人札の適正さが阻害されると認められる場合

練台 (共同企業体を含む。)と その構成長が同一の入札 |こ参 lJ田 1_/て いる場合その他 上記アXiまイと同視

しうる資本関係叉 tま 人釣翼採があると認められ′る場合っ

(9) 地 域 要 件
朗;覇 百r、 浦添市、未満帯、豊見城市、南域 Hf、 南風原町、人童瀬日す、与翔

`原

町、宜野湾

市、画煉 lげ 内に本盾が左)る こと。

(10)

業
務
実
績

対 象 報 間
自 平成 15年 1月 上瞬 左記の 1奪l麗 菱

'こ

下記の対象業務を請負い、売成・引渡しが

完 Ftメた業務実績を1件以上吉することぅ至  令不E5年9月 22籐

対 象 同 種 業 務 港拗 (漁進を含b)又は海岸における地整改良又は軟けう地盤対策の設計

(11)

難
置
予
定
技
術
者

備 考

次とこ掲げる要件を満たす管理技術奪及び照査技術音を当該業務に璽世することができ

ることぃ

ア ド記のいずオとかの食格を有することっ
e技術と (総合才蛯術路歩里部門 (建設))叉は (建設部門 (港湾及び牢港))
②RCCM(落湾及び空進)

なお、平成13年度以降の技術生試験合格者の場合には、7年以 I上 の実務経談を有した

う比で業務に該当する部蒔に4年以上従事していることっ

イ 管理技術者において
`ま

受注者と亘羨的な雇用関係にあること。

(12) 取 抜 け 紫 件
以 下の業務を落札 した者は、本業務の落札者 となることはできない。

`該 当無 し
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3 設計園普等の白こ布、質閣及び回答

4 資終確認 申請嘗等の提耐1

5 ′入本と手続き等

設 計 図 書 等 の 配 布

報 間 蜘 令和5年 9月 8隠  (企 ) 〒 令415午9月 22日 (金 )

配  布  方 法 剪卜覇港管理組合ホースバージiこ て酉こ布するづ (hitpsiアイnahaport.lpr)

配 市 場 所 ・

問 い 合 せ !先

ガh薪 市通歳町 2恭 1拳  3時
郎覇港替選組合 総務部 総務課 財務班

電話 09S36群 2573

質 問 ・ 同 答 蒻 閥 等

(1'入札・契約手

続 に関す る こ と

那覇市遅堂町 2番 1孝  3階
毒帝朝港管理組合 総務 轟ゞ

` 
総務謀 貯務証

属三言缶  093-363-2573      11AX  ()93-36じ -2629

(2)上 記 (1)以 外

に 関 す る こ と

郎零市過士町 E善 1号  2増
那覇港管理糸燻合 企画建設部 計画建設課

電話 098-868-0336

提  出  製  問
菊 令不B5年 9月 3‖  (れ)  ～  至 令下口6年 9月 19翔 (大 ,

上記妙子関の上 匡及び税 目を除く律 日、 9時かふ16博 までど

提 出 場 所 と言と(1)ti司 じ。

提 出 方 法 電送 (虹X叉 イまメーノン(chi_tou“ attO空30nahaport.jp))叉は持参

回  答  方  法
那覇港管理無合ホーブ、ベーデ (https:/れlahaport jp/)及 び li記 (1)に

おいて、以 Ⅲの報曲、隧1覚 tこ供するc

口  答  期  間
堅答 用から  令和6年 9月 25癬 (月 ,  まで

上記鞘間の上 厨及び祝 日を除く毎 日、 9時から16時 こゞでc

資 格 確 認 申 請 書

本競争の参′Jll希 望者は、次の幕頬を表眼内,こ提出すること。

なお、朗眼までに提出がない場合、本競争に参加することができないc

提 出 書 類
0‐股競争人札参舜資格確認申請書 (第 3号様式)

②返信用封筒 (入札結果通矢Π用 (34円 勢手賠付,)

提 出 報 間
逸 令和5年 9月 8日 (金) 至 令れ5年

'月
22層  (金 )

li記理問の上 日及び視 瞬を除く毎 日、 9時から16時まで.

提 出 場 lチ
‐

齊ヽ寄市通監町 2碁 1号  3踏
那覇港管理組合 総務郵 総務課 財務班

鼈講 09S86併 2573

提 出 方 法 持参又|ま郵送 (一般書留もとンくは衛易普留)

提 出 都 数 1苦b

入  札  期  日

入  本と 方 法

本業務球、紙入
=し

により失施する.

入札書等は、あらか じめ指定する日
'こ

配達さ葦R′ るように (「配達 日指

定
=:榎

1)、 「一般書留」又は 「簡易書留どのいずれかの方法により謝;

送することf。 持参や普通郵便等で提出さ孝R.た場合、無翔 とこするど

提 出 書 類
0入札書

②業務費内訳普

今和5年 9月 25騨  t月 )

定

ロ

指
札

達

入

配

く

宛 先

〒,00-0()35  ぷ宇市通篭町 2テ恭1号

ガヽ義港管Jill組合 総務謝; 総務諜 財務班

電話番 拳 098-3S32578

落札決定にあたつては、入札書に記載された金額に当該金額の 1()()分 の

10に榊当する額を句‖算 した金額 (当 該金額に1円 未満の端散があるとき

は、その端後全額を切 り捨てた金額)をもつて落札価格とするので、入

本と若は、消費税及び進方消費税 tこ孫 る諜税事業者であるか免税事業者で

あるかと問わず、元積もつた契約希望金額の110分 の100にホH当 する金額

を入札書に記載することc

裁

額

記こ
企

書

る

と↑入
す
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る
項

十
ノ

門
事

卜に
工思

入
注

ア 入札帯のくじの政宇 (任意の数宇 3埼)は、扇額くじ抽選が発生とン

た場合に使用するため、必
‐
0・記′入することc

イ 配達指定 日以外の四に罵いた人札書及び業務 プヽl訳書は、受難 しな

予` .

守 人札書の 日付は、開札 日を記入することっ

書

出

訳帥

提

務業

の

ア 第1延 薯の入本と|こ 際し、入札書に記載される入本と金額に対応した業務

費ノ`l訳書 そ様式白虫)を提出すること.

イ 業務費内訳普には、作成年月日、項鋼、員数、単F及び金額を明ら
かにと夕、歯零^又 は名称並びに住所を記載すること。

ウ 業務費内訳書にすま、代表者尊を科I華すること。
工 管理若 (こ れらの者の構助考を含など,は、提出されメた業務費内訳

書について説胡を求めることがある,

本公告に示 と́́た競争参雄資蓄のない者の とマフた入本と、資格確認申請書等ここ虚偽の記載を t´′た

者のした人札及び人札に膊する条件に注反 した入札 tま 、無効とする。
入  札  の  無

資終確認申諦書の提出後、都合により入札を辞遺する場合患、頚札 日時までに入札詳選崩

を提牛lす ることc

また、落札決定までの宙に亀の業務を落本としたことにより配繊帝定技術者を本業務に配醤
｀
することができなくなつたときt■ 、直ちに毒告すること,当該報告がなく、本入|し の手続き

が暮札決慮Rで至った場合、指名停止措世要領
'こ

基づく指名停止を荷 うことがあるc

本と の 辞 遺

ア 洛札候補者がいない場合厳謝札後直ちtこ驀度入本とを行 うので、ィЧ̂度入札にも参弗「する

場合は、蘭4と 埼点から立ち会 うことこ.初度の謝本と埓に立ち会わない参丼者は再度入

札を辞退 したものとみなし、再衰入札への参力尋を認めない.

イ 代卦人が入札する場合は、入札を行 う酔に姿任状及び逹己の幹鑑を持参すること。

ウ 萎任状には、業務名を記′入することc

工 再度入札参加若叉は言ヽ]度人札参力H者 の代理人 tま 、当該入札に対する他の・¬度人本と参

加者の代選をすることはできないぅ

オ 再度入札子ま、 1珂のみとする。

の

6  1予穏本L

開   なと   日 瑚 令和5年 9月 α6日  (火) 10100 ※入札普の 田付

舜1朝港管翠組合 2階大会議室

涎入札者 !攻 、号日本とtこ 立ち会 うことができる (暮入札 tこ参力H‐する.場合 ,ま 、開札時点為ヽら

立 ら会 うこと,.
札   場

J

7 費4各確認資料の提閣と競争参力‖資棒の審査

落 札 候 補 荷 の 選 症

及 び 事 後 審 査 の 実 施

開本L後、落札者の決定を保留し、予定価格の範囲内で冶効な最低の価格をもつて入札を

行つた者 (以 下「喀
=し

侯補者」という。)か ら順に競争参力層資格の審査を行 う。落札侯補者

は、等眼とでに資格確認 r“ 講書等を提出しない場合、競争参方に安格がないものとする。

なお、落札候補者難 l上位から順に3者 (L位の者と同装の者が複数いる場合はこの眼りで

はない。)を決定し登格確認資料を求めるが、適格精が確認できたH寺点で、次順位以降のな

の競争参丼資格の審査は行わないものとする与

通   知   日 令和5年 9月 26瞬  倣)17:00 まで (予定)ζこ対象業者た)て通知する.

提 出 期 限 令和5年 9月 23日 (木)15100 まで

提 出 書 類

①配置予定技術者の資格等 (隷式 1)

③業務実績 (様式2)

0資搭確認準講普 (第 3号様式)の資終確認の各項目に記載とンた必要書類

提  出 部  数 と郭

提 出 方 法 原貝1、 持参

提   出   先

〒900-0035  那覇市通堂町 2番 1号

那覇港管理組合 総務引; 総務諜 財務班

電話番号 09争86争2578



競 争 参 カロ資 格 α)確 認

競争参毒E資格の確認 :ま 、開札後、中請書等の提出割眼の日を |ヽっ て行 うミぅのととッ、その結

果 !な以下の 用まで tこ書面により通知する。

令不Π54洋 10月 2騨 (月 )(了サ竺)

なお、落札候補者について競争参力博登驀が確認 され′適格音であ珍ことが確認できた場合

:ま 、ど札者股定通舞をもつて資格確認結果の追持に代えるものとする。

落 礼 者 の 決 定 方 法
事後審古の結:果、募札侯輔帝が競争参方

“

資格を満たとンていると確認 tン た場合は、当該藩札

侯構者を淋札者とする。また、控の結果は、全入本と参雄者 :こ 通矢「する。

競争参独1螢格がないと認め

られた者がその理麟1に 対 し

て 不 服 が あ る 場 合

競争参方解査格がない と認められた4は、管'理者に対 して競争参力婚査格がないと認めと,才 1メ た

埋的について説明を求めることができる9

管翠
=患

註覗を求y)ら 浄′たとき患、音情を中と/立て報賦の翌 日から起算と/て 5日 以内 (休

日を除く)tこ説明を求めた者 :こ対 とマ′、書面によ學聾答する。

提 出 期 限
競争参力H資格確認結果の通矢Hを行つた日の聖層から起算して 5日 以内

(抹 口を除く)と する,

提   出  先 那薪港管理組合 総務秘
` 

総務課 貯務班

提 出 方 法
書前|(様式 陰当)を持参するこれ゛郵送又は電送 (メ ールやF∴X'1こ よ

るものは受 :す 付けない。

本  人 札  に 係

資 料  の 取 扱

る
lィ

｀

ア 控格確認申詩書等の作成及 tド提出に係る費えは、提出者の負担 とする。

イ 契約 1■ 当者難、提出さ

'1,た

資格確認申請書等について、競争参力H資格の確認以外 tこ

提出者に無瞬で債た とないё

ウ 撮歳された資′r各碓蒸申譜普等は、返去ptン ないぅ
工 提出藝眼内に限 り、資格確認坤討帯等の修正、と とン替え、追れ、再提隆を認める。
オ 提出期限を過ぎた場合、資幣確認申請書等 ,ま受け付ユすない。
力 査格確認申諦書等の受理後、書類内容を審な し、書類の記載漏れや添付漏れ,等が

あつた場合嗽競争参舟層資苓無しとなり、藩札者 となることはできない。
キ 資格確認申諦帯等に立偽の記載をとンた場合、指名停止措封要領に基づく指名停止

を行 うことがある。

8 入礼保証金及び茸ズどと約保証金

入  札  保  証

人札保証金の金須等 :ま 、現全又は管理者が確実と認める有価証券等をミぅつて見積る契約企

袈の100分の5以 上を納付するものとするcた だ t_′ 、次のい‐
0・れかに該当する場合 !す、入札保

証金の納付を免鍮するさ
ア 保険会社との問に熱_合 を枝供険者とする入札保証保険契約を締結 したなき.

ィ N(独 立行政扶人含む。)又は地方公共闘体澄その種類及び規模をほぼ同じくする契

約を締結 t_´ た実績を有 し、これ らのうち逓去 2箇年の間に族行崩限の書を来 t´
′た三以 I生の

契約を4て誠実 :こ履行 した帝ぃ
な驚、次の者 |ま 入本しに要する条件に違反 したものとけ⊂、その人札を無効とする.

(1)妻臥載でtこ 入本と保.T金の納付、オ と/く は納付に代わる上記ア、イのいず瀬′かに係る

書類の提出のない者

(2)入 札保証金の金額等が上記の条件に満たない場合

(3'入札保証金等の細付等に係 る書類に下備があつた場合

また、 ‐度提出さ着R,た人札保証金の納付等の変更はできないものとする。

/人札繰証金を免除した落本と者が契約を結ばない場合、損害賠償金として、入本と金額に

消費税及び地方消費税を舟gぇた顎の100分 の 5を郡覇港管理組合に納付しなとすれ ,ゞ ならな
▼` c

※イにより入札保証金の免除を受|す る場合|ま、様式「地方公共団体等契約状況確認」を
提出することど

提 出 期 限 今和5年 9)尋 22日 (令)16と 00 まで

提 出 先

〒900-0035  部弱 lf通宝町 2番 1,′ ^

那覇港管理率「 含 総務部 総務課 財務班

電話器 を 0988682578

ア 「入札保証金納付普発行彼類嘗」を持参すること

※要事前連絡
イ 綱 合が発行する納入通節書 tこ より企融機要で保誕金を

納付 し、領収壽 (写)を 上記期躁衰でに提出するこ

と.

入 札 保 証 金

(現 金 納 付 )

長 出 方 法
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保離保険証券‐

保離善・地方公

契

提 出 方 法
|

持参叉は郵送 (配達が確認できる方法にてき付するこ

と)

問
闘

翻

期

険

証

保

保
開本と悧んヽら2ん 月ヽとサ

‐
る。

有 価 証 券 等
受入 同時 。受入方法等の調整があるので、事白1に

'規
担当課まで連絡

すること.

約  條  証 曳除 (那軍港管理茶騒合契約規則第 4条第 1項第 O号による)

の の

落
=し

決定後、テクリス等により西こ置予定技術者 lノ_)賞績に関する違反の事実等が確認 された

場合、契約を結ばないことがある。

なお、病気・死亡 。退職等の場合でやむを得ないとと,′ て承認 された場合の外は、資格確認

中諦書等の差誉えは認め基れないさ

病気等の各麗な処由によりやむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、 2に掲げる基準

を満た とン、かつ当初の配障予定技術者 と同等以上の著を配議とンなけぷヶばならない。

の

置 予 定 技 術

確

契約金額の30%以内

適用あり

※那覇港管駐糸R合契約規民ゼ第41条の規定回数の範囲内

金日4 搭

ヽ

すえ
″ 払

支   払   条

本業務に係る契約イま、募札者の決定後、 7日 以内に締結する。ただとン、管理章が特た指示

と_′ たときはこの眼 りではないc
約 締 結 時

本業務の契約締結後、本業務の業務公託料を変更脇議する場合及び本業務と問連する業務

を本業務受注者と鼈意契約する場合、変更協議Xt求関連する業務の予定価格の算定は、本業

務の講負ケヒ率 (当初契約額■当初設計額)を変更業務価格また|■ 関連業務の設計額に乗じた

軽で行う。

負 代 金 等 の 変

入札参力‖若は、那覇港管理組合競争人札心得、上本設計業務等委託契約書及び仕様書を熱

し、これを避守すること。の 選 守 事

札 参  加 者
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